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高知地方最低賃金審議会 議事録 

高知労働局 
第５３期 第１１回 

開催年月日 令和４年８月１５日 
開催場所  高知労働局 別館会議室（３０１） 

 

 
次回本審開催予定日    令和４年８月３１日 

 
［開会］ 午前１０時５８分 
会 長  それでは、時刻になりましたので、第５３期第１１回高知地方最低賃金審

議会を開催します。 
まず、本日の会議の定足数について事務局から報告をお願いします。 

 
賃金室長  本日は公益委員５名、労働者代表委員４名、使用者代表委員４名、合計１

３名の委員に出席していただいており、最低賃金審議会令第５条第２項に定
める定足数を満たしておりますので、本審議会が有効に成立していることを
ご報告いたします。 

 
会 長  それでは、議事（１）高知県最低賃金の改正決定についてです。高知県最

低賃金の改正決定につきましては、専門部会でご審議をいただいておりまし
たが、その結論が得られたようですので報告を受けたいと思います。 

専門部会長の西森委員から報告をいただきます。 
 

― 部会長から会長に報告書を手交 ― 
 
西森委員  それでは、最低賃金の改正決定に関する報告書を提出いたします。事務局

から報告書を読み上げてください。 
 

― 事務局「報告書」朗読 ― 
 
西森委員  それでは、ただ今読み上げていただきました報告書に加えまして、部会長

出席委員数  議題 １ 高知県最低賃金の改正決定について 
 公益代表 ５名  ２ その他 
 労働者代表 ４名    

使用者代表 ４名    
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西森から補足の説明をさせていただきます。 
高知県最低賃金専門部会の結論に至る経過について、「令和４年度高知県

最低賃金専門部会における公益委員見解」をご覧ください。 
 

― 「公益委員見解」朗読 ― 
 
会 長  ただ今、西森部会長からの報告いただきました。 

６月２８日に開催しました第９回の本審議会において、「専門部会におい
て全会一致した場合は、審議会令第６条５項を適用することとし、全会一致
でない場合には、本審において改めて議決する。」ということを承認いただ
いております。 

ただ今の報告内容は、全会一致に至っておりませんので、本審議会におい
て、改めて審議を行いたいと思います。 

そして、審議の方法ですが、１０月９日の発効日を確保するため、本日、
この場で結論を出すということでよろしいでしょうか。 

 
― 異議なし ― 

 
会 長  それでは、異議がございませんので、まずは専門部会報告について、ご意

見をいただきたいと思います。労使各側はただ今の専門部会の報告書の内
容、審議結果について、意見調整されているでしょうか。 

 
労使委員  はい。 
 
会 長  それであれば、ただ今から専門部会の報告書の内容について、双方ご意見

をお伺いしたいと思います。 
まず、労働者側からお願いします。 

 
市川委員  労働者側は、最低賃金は少なくともセーフティネットを満たす水準、いわ

ゆる誰もが１０００円以上になければならないと考えています。ただ今年の
審議について、専門部会において審議を重ね、先ほどの公益委員見解の内容
に到達したものと思っています。したがいまして、目安プラス３円の８５３
円、これを前向きに考えたいと思っています。以上です。 

 
会 長  次に、使用者側からお願いします。 
 
野村委員  専門部会におきまして、昨年に引続き、本年も大幅な最低賃金の引上げに
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なり、高知県の中小企業の現状を考えると非常に厳しい結果であるととらえ
ております。また、昨年と同様に指標やデータに基づいた十分な審議ができ
ず、政府方針に則ったものに決まってしまい残念な結果だと思っておりま
す。ただし、最終決定したことは、やむを得ないと受け止めていますが、政
府や労働局に対し中小企業への支援策等について要望事項を設けており、こ
れが速やかに実行されることを願っております。以上です。 

 
会 長  それでは、私自身は本審の議長職として、採決には入らないこととしま

す。専門部会報告のとおり高知県最低賃金について３３円引上げ、８５３円
とすることについて、採決を行います。 

賛成の方は、挙手をお願いします。 
賛成 公益委員４名、労働者側委員４名、使用者側委員０名。 

 
会 長  反対の方は、挙手をお願いします。 

反対 使用者側委員４名。 
 
会 長  採決の結果、賛成多数ではありますが、全会一致とはなりませんでした。 

従いまして、審議会令第５条第３項の規定である「会議に出席したものの
過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。」の
とおり、賛成多数で可決されました。 

次に、要望事項についてですが、専門部会で議論いただき、政府及び労働
局への要望事項を専門部会報告に記載しています。この要望事項についても
答申に入れたいと思いますがいかがでしょうか。 

 
― 異議なし ― 

 
会 長  それでは、異議がないということですので、事務局においては、要望事項

を入れた答申案を作成してください。 
 
賃金室長  ただ今作成しますので、少々お待ちください。 
（１１︓２６～１１︓２９ 作成のため中断） 
 

― 事務局 答申案を配付 ― 
 
賃金室長  それでは、朗読させていただきます。 
 

― 事務局 答申案を朗読 ― 
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会 長  この答申案について、何かご意見はございますか。 
 

― 意見なし ― 
 
会 長  特にないようです。それでは、ただ今事務局が読み上げた答申案を答申文

とします。 
― 会長から局長に答申文を手交 ― 

 
局 長  ただ今、近藤会長から令和４年度高知県最低賃金の改正決定につきまし

て、答申をいただきました。 
６月２８日に諮問させていただいて以来、委員の皆様には慎重かつ熱心に

ご審議いただき、誠にありがとうございます。 
また、本日の答申に至るまで三者構成による審議の運営に真摯に向き合わ

れ、ご判断いただきましたことを心より感謝申し上げます。 
高知労働局といたしましては、今後答申を踏まえて手続きを進めてまいり

たいと考えております。 
また、答申に当たりまして中小企業等に対する各種支援策についてご要望

いただいたところでございます。当局といたしましては今後一層の各支援策
の利用及び促進に取り組んでまいりたいと思っております。 

皆様には、引続き高知地方最低賃金審議会の運営につきましてご協力賜り
ますようよろしくお願いいたします。 

本日はどうもありがとうございました。 
 
会 長  今後の手続きについて、事務局から説明をお願いします。 
 
賃金室長  本日、答申をいただきましたので、最低賃金法第１２条の規定に基づき、

本日、異議申出の公示を行います。 
申出の締切日は、１５日間の期間をとり、８月３０日までとします。 
異議の申出がなされた場合は、異議申出について、審議をするための本審

を開催していただくことになります。 
開催日程につきましては、後日事務局からご連絡させていただきます。 
各委員の皆様のご出席をお願いいたします。 

 
会 長  今の事務局の説明について、何かご質問はございますか。 
 

― 意見なし ― 
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会 長  それでは、事務局からの説明のとおり、異議の申出があった場合には、異

議の審議を行うこととなります。 
なお、次回の本審は８月１日の審議で、すでに公開を決定しておりますの

で、そのように取り扱います。 
本日予定した議題は終了しましたが、ほかに何かご意見はございますか。 

 
― 意見なし ― 

 
会 長  それでは、最後に、私から一言申し上げます。 

西森部会長を始め、専門部会委員の皆様には、暑い中、慎重かつ円滑な審
議をいただきましたことを、本審議会を代表し、感謝申し上げます。 

また、今年は審議日程がいろいろと変更があったりして、その調整である
とか、調整した日程へのご出席いただいた専門部会の委員、そして審議会の
委員の皆様ありがとうございます。また事務局もこのような擦合せの作業は
大変だったと思います。どうもお疲れさまでした。 

それでは、本日の審議は、これをもって閉会します。 
お疲れさまでした。 

 
［閉会］ 午前１１時５０分 


